
○ひたち大宮セレクション認証制度実施要領

令和 7年 10 月 1 日

（趣旨）

第 1条 この要領は、市内で生産された農林畜水産物や製造された加工品等（以下「産品」

という。）のうち、優れた資質を有する産品の市場等での積極的な販売促進や認知の拡大

などを支援することで、市内における産業振興を図るとともに、市のイメージを向上させ

るため、一般財団法人常陸大宮観光物産協会（以下「協会」という。）が「ひたち大宮セ

レクション」としてブランド認証することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第 2条 この要領において「認証品」とは、第 7条に規定する「ひたち大宮セレクション」

認証書の交付を受けた産品をいう。

（認証品の名称）

第 3条 認証品の名称は「彩り-irodori-」とする。

（認証の対象）

第 4条 認証品の認証（以下単に「認証」という。）を受けることができる者は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有する法人その他の団体又は市内に住所を有する個人事業者であ

って、次項に規定する産品を生産し、又は製造（加工及び販売を含み、その一部を市

外の事業者に委託する場合を含む。以下同じ。）するものであること。

(2) 協会の賛助会員であること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 常陸大宮市暴力団排除条例（平成 24 年常陸大宮市条例第 17 号）第 2条に規定する

暴力団又は暴力団員等並びにそれらと密接な関係を有しているものでないこと。

2 認証の対象となる産品は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で栽培し、採取し、又は飼養された農林畜水産物であること。

(2) 前号の農林畜水産物を主たる原材料として使用した加工品であること。

(3) 市内で製造された物であること。

(4) その他常陸大宮市観光物産協会理事長（以下「理事長」という。）が必要と認めるも

の。

（認証の申請）

第 5条 認証を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、「ひたち大宮セレクショ

ン」新規認証申請書（様式第 1号）に次に掲げる書類を添えて、理事長へ提出しなければ

ならない。

(1) 市税等に滞納がないことを証明する書類

(2) 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）、食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）、酒税

法（昭和 28 年法律第 6号）その他関係法令に基づく営業許可等の写し



(3) 法人の場合にあっては、登記事項全部証明書

(4) その他理事長が必要と認める書類

2 理事長は、必要があると認めるときは、認証を受けようとする産品の見本品の提供を求

めることができるものとする。この場合において、当該見本品の提供に係る一切の費用は

申請者の負担とし、提供された見本品は返却しないものとする。

（認証の審査）

第 6条 理事長は、前条第 1項の規定による申請があったときは、書類によるほか、必要に

応じて申請者へのヒアリング及び生産、製造、流通等の現地調査により、その内容の確認

を行い、当該確認結果を別に定める「ひたち大宮セレクション」認証審査会（以下「審査

会」という。）に報告し、認証の適否について意見を聴かなければならない。

2 理事長は、前項の規定による審査会からの意見を踏まえ、別に定める「ひたち大宮セレ

クション」認証基準（以下「認証基準」という。）に基づき、認証の適否を決定する。

3 理事長は、前項の規定により認証の適否を決定したときは、「ひたち大宮セレクション」

認証審査結果通知書（様式第 2号）により申請者に通知するものとする。

（認証書の交付）

第 7条 理事長は、前条第 2項の規定により認証の適合を認められた産品の申請者（以下

「受証者」という。）に「ひたち大宮セレクション」認証書を交付する。

（認証の有効期間）

第 8条 前条の認証書の有効期間は、第 6条第 3 項の規定により認証審査結果を通知した

日の属する年度の翌年度の 4月 1日から 3年間とする。

（認証マークの表示方法等）

第 9条 受証者は、認証品及びその容器、包装、啓発用品等に、認証品であることを証する

マーク（以下「認証マーク」という。）を、認証の有効期間内において表示することがで

きる。

2 認証マークは、認証マークを印刷したシール（以下「認証シール」という。）を貼付する

貼付方式又は認証マークを直接印刷する印刷方式により表示することができる。

3 受証者は、認証マークを使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。

(1) 定められた色、形式等を正しく使用し、認証マークを縮小又は拡大して使用する場

合は、縦横同比率とすること。

(2) この要領の趣旨に反した使用をしないこと。

（認証マークの費用）

第 10 条 認証シールは、認証時に無償で交付する。ただし、受証者が認証シールを追加で

必要とする場合は、実費に相当する額の範囲内で別に定める額を負担しなければならな

い。

2 印刷方式による認証マークの表示に要する費用は、受証者の負担とする。

（認証品の内容変更）



第 11 条 受証者は、次の各号のいずれかに該当するときは、「ひたち大宮セレクション」認

証申請事項変更届出書（様式第 3号）により、速やかに理事長に届け出なければならな

い。

(1) 認証品の名称、販売金額等を変更するとき。

(2) 認証品の規格、形状、容器、包装等の仕様を著しく変更するとき。

(3) 認証者の名称又は代表者名、住所等を変更するとき。

（認証の更新申請）

第 12 条 受証者は、継続して認証を受けようとするときは、認証の有効期限 3月前までに

「ひたち大宮セレクション」更新認証申請書（様式第 4号）を理事長に提出しなければな

らない。

2 第 5条から第 10条までの規定は、前項の規定による認証の更新について準用する。

（認証の取消し）

第 13 条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認証を取り消すものとす

る。

(1) 受証者から認証取消しの届出があったとき。

(2) 受証者から認証の更新申請が行われなかったとき。

(3) 虚偽事項を含む申請により認証を受けたことが明らかになったとき。

(4) 認証基準を逸脱する事項が明らかになったとき。

(5) 認証品の生産若しくは製造を中止し、又は廃止したとき。

(6) 受証者が第 4項の調査を正当な事由なく拒否したとき。

2 前項第 1号の届出は、受証者が「ひたち大宮セレクション」認証取消届出書（様式第 5

号）により行うものとする。

3 第 1項の規定による認証の取消しの日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める日とする。

(1) 第 1項第 1号に該当する場合 届出書に記載の日

(2) 第 1項第 2号に該当する場合 有効期間の末日

(3) 第 1項第 3号から第 6号までに該当する場合 該当する事象が確認された日

4 理事長は、第 1項第 3号から第 5号までに係る事実確認のために調査が必要と認められ

るときは、自ら又は審査会に委任し、調査を実施することができるものとする。

5 第 1項第 3号から第 6号までの規定に該当することにより認証を取り消された者は、原

則として取消しの日から 1年を経過しなければ新たな申請ができないものとする。

6 第 1項の規定にかかわらず、この要領の規定への重大な違反、認証品に対する信頼を著

しく失墜させる不法行為又は社会的影響が大きい事象が確認された場合は、理事長は、直

ちに審査会の意見を聴いて、該当する認証品の認証を取り消すものとする。この場合にお

いて、当該認証を取り消された者からの再度の認証申請は原則として認めないものとす

る。

7 第 1項又は前項の規定に該当することにより認証が取り消された場合、理事長は、「ひた



ち大宮セレクション」認証取消通知書（様式第 6号）により受証者に通知するものとす

る。

（受証者の責務等）

第 14 条 受証者は、この要領の規定を遵守するとともに、認証品を通じて積極的に本市の

認知度及びイメージの向上に努めるものとする。

2 本制度は、事業者等の意思による申請を前提に、自主申告・自主管理を原則とし、認証

品に問題が生じた場合の責任は、受証者自身に帰属するものであり、受証者は、認証品の

生産、製造、流通等において管理責任者等を置き、適正な管理に努めるものとする。

3 受証者は、認証品の消費や使用において発生した事故等について、受証者の過失に起因

する一切の責任を負うものとする。

4 認証品について苦情等が発生したときは、受証者はこれに誠意をもって対応するものと

する。

5 前条第 1項の規定により認証を取り消された者のうち、認証取消しの時点で認証マーク

を使用した認証品を市場へ提供しているものは、当該認証品を速やかに回収しなければ

ならない。

6 前条第 6項の規定により認証を取り消された者のうち、認証取消しの時点で認証マーク

を使用した認証品を市場へ提供しているものは、速やかに当該認証品を回収し、かつ、当

該認証品の宣伝、広告等の情報提供に係る全ての媒体（テレビ、ラジオ、Web ページ、SNS

情報、ポスター、パンフレット等）の利用を中止する等、「ひたち大宮セレクション」の

イメージダウンへの影響を最小限にとどめる措置を講じなければならない。

7 受証者は、認証品の品質、流通及び販売等に係る異常、事故、苦情等の問題が生じたと

きは、直ちに理事長に報告しなければならない。

（認証機関の責務等）

第 15 条 協会は、産品の生産、製造等をする事業者等に本制度の趣旨を周知するとともに、

事業者関係団体等と連携を図りながら事業者等の指導及び本制度の推進に努めるものと

する。

2 協会は、認証品の生産、製造、流通等において、受証者及びその関係者等において発生

した経済的な損失その他不測の事態について、一切の責任を負わないものとする。

（補則）

第 16 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要領は、令和 7年 10 月 1 日から施行する。


